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１．はじめに 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、鬼怒川の堤防決壊などにより、氾濫流によ

る家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに住民の

避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤立者が発生する事

態となった。 

 

このことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「大規模氾

濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12

月 10 日に｢大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意

識の変革による｢水防災意識社会｣の再構築に向けて～｣が答申された。 

 

久慈川・那珂川流域では、この答申を踏まえ、水防災意識社会を再構築すべく、

地域住民の安全安心を担う沿川の１４市町村（水戸市、日立市、常陸太田市、ひた

ちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大田原市、那

須烏山市、茂木町、那珂川町）と茨城県、栃木県、気象庁、国土交通省関東地方整

備局で構成される「久慈川・那珂川流域における減災対策協議会」（以下「本協議

会」という。）を平成 28 年 6 月 3 日に設立した。 

 

 

本資料は、久慈川・那珂川の地形的な特徴や過去の水害実績をふまえて減災に関

する課題を抽出し、久慈川・那珂川で発生しうる大規模水害に対し、「逃げ遅れゼ

ロ」を目指すことを目標として定め、平成 32 年度までに各構成員が円滑かつ迅速

な避難、的確な水防活動を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して実施す

る「取組方針」をとりまとめたものである。 
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２．本協議会の構成員 

 

本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下「構成機関」という。）

は、以下のとおりである。 

 

構成機関 構成員 

 

水戸市 

日立市 

常陸太田市 

ひたちなか市 

常陸大宮市 

那珂市 

茨城町 

大洗町 

城里町 

東海村 

大田原市 

那須烏山市 

茂木町 

那珂川町 

茨城県 

 

 

 

 

 

栃木県 

 

 

 

 

気象庁 

 

国土交通省関東地方整備局 

 

  

市 長 

 市 長 

 市 長 

 市 長 

 市 長 

 市 長 

 町 長 

 町 長 

 町 長 

 村 長 

 市 長 

 市 長 

 町 長 

 町 長 

 土木部河川課長 

 生活環境部防災・危機管理課長 

 水戸土木事務所長 

 常陸太田工事事務所長 

 常陸大宮土木事務所長 

 高萩工事事務所長 

 県土整備部河川課長 

 県民生活部危機管理課長 

 大田原土木事務所長 

 烏山土木事務所長 

 真岡土木事務所長 

 水戸地方気象台長 

 宇都宮地方気象台長 

 常陸河川国道事務所長 
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３．久慈川・那珂川の概要と主な課題 

 

■地形的特徴 

 久慈川・那珂川流域は、以下の地形的特徴を持っている。 

■久慈川 

①直轄上流端から山田川合流点までは河床勾配が急である。 

（洪水の到達時間が早い） 

②久慈川の左岸は、山田川、里川等の支川堤防で氾濫流が貯留される。 

（浸水が長期化しやすい地形） 

③支川の山田川、里川は流出時間が短い。 

（洪水の到達時間が早い） 

 

■那珂川 

①直轄上流端から藤井川合流点までは河床勾配が急である。 

（洪水の到達時間が早い） 

②藤井川合流点から河口までの河床は緩勾配で、那珂川に沿って低地が続 

く。（洪水が流れにくい地形） 

③茨城県、栃木県の県境付近は狭窄部となっており沿川に低地が点在する。

（洪水が流れにくい、閉鎖型の氾濫形態） 

 

 このため、過去には久慈川・那珂川ともに堤防決壊や越水により大規模な水害が

発生している。 

 

■過去の被害状況と河川改修の状況 

＜久慈川＞ 

 過去の洪水被害としては、昭和 61 年 8 月に榊橋地点において、計画高水位を

超える既往最高水位を記録し、沿川では至る所で浸水被害が発生し、浸水家屋が

床上 290 戸、床下 465 戸の計 755 戸に及ぶ被害となった。これを受け、直轄河川

改修事業により下流部の東海築堤を完成させ、堤防決壊の被害にあった門部地区

及び無堤のため被害にあった花房地区に堤防を整備している。 

 近年では平成 11 年 7 月熱帯低気圧及び平成 23 年 9 月台風 15 号などで、床上・

床下浸水の被害を受けている。 

 

＜那珂川＞ 

 過去の洪水被害としては、昭和 61 年 8 月に水府橋地点において、計画高水位

を超える既往最高水位を記録し、無堤部からの溢水や堤防からの越水により水戸

市を中心とした下流部や狭窄部上流及び逆川などで広範囲に浸水が生じ、浸水面

積が約 14,700ha、浸水家屋が床上 4,864 戸、床下 2,815 戸の計 7,679 戸に及ぶ
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甚大な被害が発生した。これにより、河川激甚災害対策特別緊急事業等により堤

防や護岸等の整備を行った。 

  近年では平成 10 年 8 月停滞前線、平成 11 年 7 月熱帯低気圧、平成 14 年 7 月

台風 6号及び平成 23 年 9 月台風 15 号などで、床上・床下浸水の被害を受けてい

る。 

特に平成 10 年 8 月停滞前線では、下流部及び上流部の余笹川等で大きな出水

となり、下流部では浸水面積が約 520ha、浸水家屋が床上 411 戸、床下 400 戸の

計 811 戸に及ぶ大被害が発生した。那珂川本川では災害復旧事業等により堤防や

護岸の整備等を実施している。 

 

  久慈川・那珂川においては、沿川地域を洪水から防御するため、堤防の拡築や

河道掘削等により洪水を安全に流下させるための整備を進めているところであ

るが、いまだ無堤区間や流下能力不足箇所が存在しているのが現状である。 

  また、今般、久慈川水系、那珂川水系において指定・公表した洪水浸水想定区

域においては広範囲の浸水被害の発生が懸念される。 

 

■久慈川・那珂川流域の社会経済等の状況 

  久慈川・那珂川水系の洪水浸水想定区域内には、久慈川・那珂川併せて約 8.2

万人※が居住しており、ＪＲ常磐線、ＪＲ水郡線、常磐自動車道、東水戸道路、

国道 6 号、国道 50 号及び国道 51 号などがあり、浸水被害が発生した場合には、

周辺地区も含めた社会経済への影響が懸念される。さらに水戸市、大洗町等では、

防災拠点となる市役所などが浸水する恐れがあり、浸水により機能停止となった

場合には、減災活動に大きな支障を与えることが懸念される。（※平成 22 年度国

勢調査より） 

 

■久慈川・那珂川での主な課題 

本協議会では、久慈川・那珂川の特徴や現状の取組状況の共有を図り、以下の

課題を抽出した。 

 

  ○那珂川下流部では左右岸の段丘までの 2km 程度が低平地となっており、すべ

てが浸水域となるため、浸水深や浸水継続時間が大きく、立ち退き避難が必

要となる。 

○那珂川における茨城県・栃木県の県境付近は山側斜面に囲まれ、浸水域は閉 

鎖型で狭いが、浸水深は比較的大きく、立ち退き避難が必要となる。 

○久慈川の支川合流点付近や下流部は低平地となっており、浸水深や浸水継続 

時間が大きいことから立ち退き避難が必要となる。 
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  ○公表した想定最大規模の洪水浸水想定区域図に基づき、市町村が地域防災計

画の見直しを行う際に、自治体毎では避難場所の確保が困難なため、広域的

な避難計画を検討する必要がある。 

○河川巡視の対象区間が広範囲であるため、巡視に時間がかかる。また、 

水防団員（消防団員）の減少・高齢化に伴い人手不足も懸念される。 

 

４．取組の方向性 

 

これらの課題、過去の水害実績及び新たに公表した想定最大規模の降雨による洪

水浸水想定区域を踏まえ、本協議会においては、久慈川・那珂川で発生しうる『大

規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」を目指す』ことを目標として定め、平成 32 年度

までに各構成員が連携して取り組み、「水防災意識社会」の再構築を行うこととし

て、以下の主な取組内容をとりまとめた。 

 

■ハード対策 

洪水を河川内で安全に流す対策や危機管理型ハード対策の実施に加え、水防

活動を支援するための水防資機材等の配備、簡易水位計及びＣＣＴＶカメラの

整備等を実施。 

■ソフト対策 

逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組みとして、想

定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作

成・周知、避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成を行う。併せて、水

防災に関する説明会を開催し、過去の水害実績を水害リスク情報として住民に

周知し、水防災意識の高揚を図る。 

また、より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化として、水防団や住

民が参加する共同点検や水防訓練の実施、排水ポンプ車の操作講習会、出動要

請の連絡体制の周知等を行い水防体制の強化を図る。 

 

  このような取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指す

ものとする。 
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５．現状の取組状況 

久慈川・那珂川流域における減災対策について、各構成員で現状を確認し、課題

を抽出した結果を以下に示す。（別紙－１参照） 

 

① 情報伝達等に関する事項          ※現状：○、課題：●（以下同様） 

項 目 現状と課題 

水害リスク情報の

周知 

○久慈川及び那珂川において、想定最大規模、計画規模の降雨による洪水浸水想

定区域図、及び堤防が決壊した際の氾濫シミュレーション結果を常陸河川国道

事務所ホームページ等で公表している。 

○水害リスク情報の周知方法としてハザードマップポータルサイトを開設してい

る。 

●想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図の指定・公表をして間

もないため、住民に十分認知、理解されていないことが懸念される。 
Ａ 

●想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図に対応した洪水ハザ

ードマップが整備されていない。 
Ｂ 

洪水時における情

報提供の内容及び

タイミング 

○避難勧告の発令判断の目安となる氾濫危険情報等の「洪水予報」について、常

陸河川国道事務所と気象台が共同で発表している。 

○災害発生の恐れがある場合には、常陸河川国道事務所長から関係自治体首長に

対して情報伝達（ホットライン）を行っている。 

●洪水予報等の防災情報の意味やその情報による対応が住民には十分

認知されていないことが懸念される。 
Ｃ 

避難勧告等の発令

基準 

○各自治体と常陸河川国道事務所が避難勧告の発令に着目したタイムライン（水

害対応チェックリストを含む）を作成している。 

○避難勧告等の発令に関する内容について「地域防災計画」や「避難勧告等の判

断・伝達マニュアル」に記載し、その内容に基づき発令している。 

●１４市町村のうち、１２市町村については水害対応チェックリストで

の対応であり、タイムラインの作成が必要である。 
Ｄ 

●自治体によっては、避難勧告等の発令に関する具体的な数値基準が決

まっていないところがある。 

●夜間や早朝における避難勧告等が発令された場合、円滑かつ迅速な避

難ができない恐れがある。 

Ｅ 

●水位等の予測精度の更なる向上が望まれる。 Ｆ 

※各項目の課題●のアルファベット記号は、後術の「６．概ね５年間で実施する取組」の内容と対応 
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項 目 現状と課題 

避難場所、避難経路 ○計画規模降雨に対応した浸水に対しては避難場所として公共施設等を指定

し、水害ハザードマップ等で周知している。 

○現状の水害ハザードマップに避難経路を記載していない、もしくは設定して

いない。 

●想定最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の指定に伴

い、避難者数の増加や避難所の浸水等により、自治体内での避難

所が不足することが懸念される。 

Ｇ 

●想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図に対応した洪水ハ

ザードマップが整備されていない。 
Ｈ 

●自治体によっては、避難所までの避難路の選定を行っていないた

め、住民が迅速に避難できない恐れがある。 
Ｉ 

住民等への情報伝達

の体制や方法 

○防災行政無線、広報車、ラジオ、エリアメール、自治体登録制メール、自治

体ホームページ、ツイッターなど複数の手段で伝達を行っている。 

●大雨、暴風により防災行政無線や広報車からの情報が聞き取りに

くい。 
Ｊ 

●ホームページ等のＷＥＢ情報は、高齢者など一部の住民には伝わ

りづらい。 
Ｋ 

●文字情報や水位などの数値情報だけでは、住民に対し切迫感が伝

わっていない懸念がある。また、住民の避難行動の判断に必要と

なるライブ映像の提供箇所数が少ない。 

Ｌ 

●自治会未加入世帯及び外国人等、地域住民全体への情報伝達方法

が確立されていない。 
Ｍ 

避難誘導体制 ○避難誘導は、市職員、警察、水防団員（消防団員）及び自主防災組織が実施

している。 

●要配慮者に対する避難誘導体制が確立されていない。 Ｎ 

●避難行動を起こさない住民への対応方法。 Ｏ 

●自主防災組織の充実が図れていない、または自主性に懸念がある。 Ｐ 

●避難誘導員の安全対策、待避等についてルール化されていない。 Ｑ 

※各項目の課題●のアルファベット記号は、後術の「６．概ね５年間で実施する取組」の内容と対応 

 

 

 

 

 

 



   
 

- 8 - 
 

② 水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

河川水位等に係る情

報の提供 

○国土交通省では、直轄河川における基準水位観測所の水位に即して「水防警

報」を発令している。 

○災害発生の恐れがある場合には、常陸河川国道事務所長から関係自治体首長

に対して情報伝達（ホットライン）を行っている。 

○有線電話、携帯電話及び無線機等により水防団員（消防団員）へ情報提供し

ている。 

●基準水位観測所の対象区間が広範囲であるため、優先的に水防活

動を実施すべき箇所の特定・共有が難しい。 
Ｒ 

●自治体によっては携帯電話が使用できない場合の連絡方法や水防

団同士の連絡体制が確立されていない。 
Ｓ 

河川の巡視 ○出水期前に、県、自治体、水防団（消防団）と重要水防箇所の合同巡視を実

施している。また、出水時には水防管理者（水防団等含む）と河川管理者が

それぞれ巡視を行っている。 

○河川巡視等の水防活動を行う水防団（消防団）が避難誘導等の任務も担って

いる。 

●巡視対象区間が広範囲であるため、巡視に時間がかかる。また、

水防団員（消防団員）の減少・高齢化に伴い人手不足が課題とな

っており、適切な水防活動に懸念がある。 

Ｔ 

●出水中の巡視となるため、巡視員の安全確保に懸念がある。 Ｕ 

水防資機材及び災害

対策機器の整備状況

について 

○防災ステーション等水防拠点や消防本部、庁舎、水防倉庫等に水防資機材を

備蓄している。 

○照明車等の災害対策車両や排水ポンプ車の操作講習会を毎年出水期前に実

施している。 

●大規模水害発生時に、水防資機材の不足が懸念される。 Ｖ 

●水防団員（消防団員）の安全装備等に拡充が必要。 Ｗ 

●災害対策車両等の操作講習会について、今後も継続していく必要

がある。 
Ｘ 

※各項目の課題●のアルファベット記号は、後術の「６．概ね５年間で実施する取組」の内容と対応 
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項 目 現状○と課題● 

自治体庁舎、防災拠点

の水害時における対

応について 

○自治体によっては、庁舎等が防災拠点としての機能が停止した場合を考慮

し、代替施設等を定めている。 

●大規模な水害時には、庁舎や防災拠点が浸水し、機能が低下・停

止する。 
Ｙ 

●ライフライン寸断時の自給体制の確保に懸念がある。 Ｚ 

※各項目の課題●のアルファベット記号は、後術の「６．概ね５年間で実施する取組」の内容と対応 

 

③ 河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況 

○久慈川、那珂川ともに計画に対し堤防断面や河道断面が不足している区間の

整備を行っている。 

●無堤地区や計画に対し堤防断面や河道断面が不足している区間に

ついては、水害発生に対するリスクが高い。 
AA 

※各項目の課題●のアルファベット記号は、後術の「６．概ね５年間で実施する取組」の内容と対応 

 

６．減災のための目標 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動を実施することで、各構成員が連携して平

成３２年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

【５年間で達成すべき目標】 

久慈川・那珂川の大規模水害に対し、｢逃げ遅れゼロ｣を目指す 

※大規模水害・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

※逃げ遅れ・・・・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態 

 

 

河川管理者が実施する堤防整備等、洪水を河川内で安全に流すハード対策に加え、

以下の取組を実施する。 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

②避難時間の確保のための取組 
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７．概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社

会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。

（別紙－２参照） 

 

１）ハード対策の主な取組 

各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関に

ついては、以下のとおりである。 

主な取組項目 
課題の

対応 
目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策    

 

＜久慈川＞ 

・優先的に実施する流下能力向上対策、浸透・

パイピング対策 

＜那珂川＞ 

・優先的に実施する流下能力向上対策、浸透・

パイピング対策 

AA 平成 32 年度 関東地整 

■危機管理型ハード対策    

 

＜久慈川＞ 

・堤防天端の保護 

・堤防裏法尻の補強 

＜那珂川＞ 

・堤防天端の保護 

・堤防裏法尻の補強 

AA 平成 32 年度 関東地整 
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主な取組項目 
課題の

対応 
目標時期 取組機関 

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備    

 

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況

を把握・伝達するための基盤の整備 
Ｌ 

平成 28 年度 

から実施 
茨城県、関東地整 

・さらなる情報伝達手段の追加整備もしくは検

討 

Ｃ、Ｊ 

Ｋ、Ｍ 

平成 28 年度 

から順次実施
９市町村 

・水防活動を支援するための水防資機材等の配

備（新技術を活用した水防資機材を含む） 
Ｖ 

平成 28 年度 

から順次実施

６市町、茨城県、 

栃木県、関東地整 

・簡易水位計や量水標、ＣＣＴＶカメラの設置

 
Ｌ 

平成 28 年度 

から実施 
茨城県、関東地整 

・浸水時においても災害対応を継続するための

施設の整備及び自家発電装置等の耐水化（庁

舎、要配慮施設、避難所等） 

Ｙ、Ｚ 
平成 28 年度 

から順次実施

 

３市町 

 

・水位予測の精度向上検討 
Ｆ 平成 28 年度 関東地整 
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２）ソフト対策の主な取組 

各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関に

ついては、以下のとおりである。（別紙－２参照） 

 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

主な取組項目 
課題の

対応 
目標時期 取組機関 

■想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知等 

 

 

 

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域

図、氾濫シミュレーションの公表 

＜直轄河川＞久慈川・山田川・里川・那珂川・

藤井川・桜川・涸沼川 

＜県管理河川＞ 

Ａ 

 

平成 28 年 9月

 

平成 29 年度 

から実施 

茨城県、関東地整 

・大規模水害時の相互協力に関する申し合わせ Ｇ、Ｖ 平成 28 年度 協議会全体 

・広域避難計画の策定 

Ｇ 
平成 29 年度 

から実施 

３市町、茨城県 

栃木県、気象庁 

関東地整 

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考

慮したハザードマップの作成・周知 
Ｂ、Ｈ 

平成 28 年度  

から順次実施
１４市町村 

・まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充

について検討 
Ｈ、Ｉ 

平成 28 年度 

から順次実施
１１市町 

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練

の促進 
Ｎ 

平成 29 年度 

から実施 
７市町 

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

 
Ｅ、Ｏ 

平成 28 年度 

から順次実施
９市町 

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確

立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）
Ｍ 

平成 28 年度 

から順次実施
１０市町 

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 
Ｐ 

平成 28 年度 

から実施 
１２市町村 

・避難誘導員の安全対策、待避等を踏まえた避

難誘導マニュアルの整備 
Ｑ 

平成 29 年度 

から実施 
１３市町 
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■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成   

 

 

・避難勧告の発令に着目したタイムラインの作

成 Ｄ 

平成 28 年度 

から順次実施

１２市町、茨城県 

栃木県、気象庁 

関東地整 

・タイムラインに基づく首長等も参加した実践

的な訓練 
Ｄ 

平成 28 年度 

から順次実施
協議会全体 

・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警

報級の現象」等の改善（水害時の情報入手の

しやすさをサポート） 

Ｃ、Ｌ 
平成 29 年度 

から実施 
気象庁 

■防災教育や防災知識の普及    

 

 

 

 

 

 

 

 

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の

設置 

 

Ａ、Ｃ 
平成 28 年度 

から実施 

３市町、茨城県 

栃木県、気象庁 

関東地整 

・水防災に関する説明会の開催 

 Ａ、Ｃ 
平成 28 年度 

から順次実施

１２市町村、茨城県

栃木県、気象庁 

関東地整 

・教員を対象とした講習会の実施 

 Ａ、Ｃ 
平成 28 年度 

から順次実施

１３市町村、茨城県

栃木県、気象庁 

関東地整 

・小学生を対象とした防災教育の実施 

 
Ａ、Ｃ 

平成 28 年度 

から順次実施
協議会全体 

・出前講座等を活用した講習会の実施 

 
Ａ、Ｃ 

平成 28 年度 

から実施 

茨城県、栃木県 

気象庁、関東地整 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 
Ｃ 

平成 28 年度 

から順次実施
関東地整 

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイム

で提供 
Ｌ 

平成 28 年度 

から実施 
関東地整 
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②避難時間の確保のための取組 

主な取組項目 
課題の

対応 
目標時期 取組機関 

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化   

 

 

 

 

 

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練

の実施 
Ｓ 

平成 28 年度 

から実施 
２町 

・水防団同士の連絡体制の確保 

 
Ｓ 

平成 28 年度 

から順次実施
３町 

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリ

スクが高い区間の共同点検 
Ｒ、Ｔ 

引き続き 

毎年実施 
協議会全体 

・水防訓練の実施 

 

Ｔ 

引き続き 

毎年実施 

平成 28 年度 

から順次実施

協議会全体 

（継続７市村、 

H28～７市町） 

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募

集・指定を促進 
Ｔ 引き続き実施 １２市町村 

・水防団員の避難等判断指標の作成 

 
Ｕ 

平成 28 年度 

から順次実施
９市町 

・水防団員の安全装備の徹底（水防法第 7条）
Ｗ 

平成 28 年度 

から順次実施
９市町村 

■排水活動の強化に関する取組    

 

・排水ポンプ車の操作講習会、出動要請の連

絡体制の周知 

 

Ｘ、Ｙ 

AA 

引き続き 

毎年実施 

１４市町村、茨城県

関東地整 

・逃げ遅れゼロ等に寄与する排水ポンプ車の

活用計画 AA 
平成 28 年度 

から実施 

１４市町村 

関東地整 
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８．フォローアップ 

 

各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河

川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続

的に取り組むことが重要である。 

 

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じ

て取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習

熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

なお、本協議会は、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動

向等を収集したうえで、随時、取組方針を見直すこととする。 



別紙－１

（１）現状の水害リスク情報や取組状況の共有
 ①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目 水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地方整備局

■想定最大規模の降雨による洪水浸
水想定区域図の指定・公表をして間も
ないため、住民に十分認知、理解され
ていないことが懸念される。

Ａ

■想定最大規模の降雨による洪水浸
水想定区域図に対応した洪水ハザー
ドマップが整備されていない。 Ｂ

洪水時におけ
る情報提供の
内容及びタイ
ミング

■直轄河川に対しての取り
組みではないが、県管理河
川が以下の事象になった
時、直接連絡（ホットライン）
を行っている。
◆知事⇔市町長
①氾濫危険水位
②氾濫発生
◆河川課長⇔市町危機管
理担当部課長
①氾濫警戒水位
②知事ホットラインの運用
事象発生時

■国土交通省と気象
庁が共同で洪水予報
を発表し、自治体への
連絡と報道機関等を通
じて住民への周知を
行っている。
■県が管理する洪水
予報河川等では、県と
気象庁が共同で洪水
予報を発表し、自治体
への連絡と報道機関
等を通じて住民への周
知を行っている。
■気象警報・注意報を
発表し、現象ごとに警
戒期間、注意期間、
ピーク時間帯、雨量な
どの予想最大値等を
周知している。

■国土交通省と気象
庁が共同で洪水予報
を発表し、自治体への
連絡と報道機関等を通
じて住民への周知を
行っている。
■災害発生の恐れが
ある場合には、国交省
事務所長から関係自
治体首長に対して情報
伝達（ホットライン）を
行っている。
■基準水位について、
毎年見直しを行い、周
知している

■洪水予報等の防災情報の意味やそ
の情報による対応が住民には十分認
知されていないことが懸念される。

Ｃ

■１４市町村のうち、１２市町村につい
ては水害対応チェックリストでの対応で
あり、タイムラインの作成が必要であ
る。 Ｄ

■自治体によっては、避難勧告等の発
令に関する具体的な数値基準が決
まっていないところがある。
■夜間や早朝における避難勧告等の
発令について、円滑かつ迅速な避難
ができない恐れがある。 Ｅ

■水位等の予測精度の更なる向上が
望まれる。

Ｆ

■想定最大規模の降雨を対象とした
洪水浸水想定区域図の指定に伴い、
避難者数の増加や避難所の浸水等に
より、自治体内での避難所が不足する
ことが懸念される。

Ｇ

■想定最大規模の降雨による洪水浸
水想定区域図に対応した洪水ハザー
ドマップが整備されていない。

Ｈ

■自治体によっては、避難所までの避
難路の選定を行っていないため、住民
が迅速に避難できない恐れがある。

Ｉ

■大雨、暴風により防災行政無線や広
報車からの情報が聞き取りにくい。

Ｊ

■ホームページ等のＷＥＢ情報は、高
齢者など一部の住民には伝わりづら
い。

Ｋ

■文字情報や水位などの数値情報だ
けでは、住民に対し切迫感が伝わって
いない懸念がある。また、住民の避難
行動の判断に必要となるライブ映像の
提供箇所数が少ない。

Ｌ

■自治会未加入世帯及び外国人等、
地域住民全体への情報伝達方法が確
立されていない。

Ｍ

■要配慮者に対する避難誘導体制が
確立されていない。 Ｎ

■避難行動を起こさない住民への対
応方法。 Ｏ

■自主防災組織の充実が図れていな
い、または自主性に懸念がある。 Ｐ

■避難誘導員の安全対策、待避等に
ついてルール化されていない。 Ｑ

避難誘導体
制

■避難誘導責任者
市職員，消防職員・団員，警察官が責
任者となる。

■誘導員
当該地域の消防団員，自主防災組織
から選任し誘導する。

■消防団員、自主防
災組織が地域内から
指定避難場所までの
誘導を行う。

防災行政無線をはじ
めとする伝達手段を
用い，速やかな避難
行動を促すとともに，
災害対策本部等を構
成する班のうち，避難
誘導を担当する班が
担当班ごとに定めら
れた支援内容に基づ
き避難誘導の支援を
行うこととしている。

自主防災会を中心
に，避難誘導を実施し
ていただく。また，避
難行動要支援者の安
否確認，避難誘導に
ついても自主防災
会，民生委員・児童委
員を中心に地域の協
力のもと実施していた
だく。

村職員や消防署員，
水防団員，自主防災
組織構成員，安心サ
ポーター（避難行動要
支援者の避難誘導に
あたる隣近所の住
民。事前登録）などに
よる避難誘導

■消防団員（水防団
員）による避難誘導
■市職員による避難
誘導
■自主防災組織の避
難誘導班による避難
誘導

■住民においても避
難勧告等の重要性を
認識して頂くことが課
題
■自主防災組織の組
織率は高いものの、
防災・減災への意識
レベルに温度差があ
るため、地域における
避難行動要支援者の
避難誘導方法に格差
がある。

消防団、消防署、警
察等の協力を得て、
避難誘導体制を確立
している。

■消防団及び行政区
による避難誘導。

■消防署，消防団
■自主防災組織等

市、警察、消防、自主
防災組織等で協力
し、避難誘導を実施す
る。
福祉サービス事業者
と福祉避難所設置に
関する協定を結んで
おり、症状が重い避
難行動要支援者につ
いて移送・避難の協
力を得て支援プランを
作成している。

避難勧告等を発令後,
地域住民に防災無
線、広報車等で周知。
誘導には,災害対策本
部員、消防本部、消
防団が当たる。避難
はできれば町内会単
位で行う。

■避難対象地区へ広
報車等での呼びかけ

■自主避難としてい
る。
■避難所には、LED
街路灯を設置し夜間
の避難にも対応して
いる。

■伝達先
・住民等（住民、行政
区長、民生委員、自
主防災組織代表者
等）
・災害時要援護者・福
祉関係機関等（要援
護者の事前登録者、
町社会福祉協議会、
老人ホーム、保育所、
病院等）
・防災関係機関等（消
防署、消防団、警察
署、県、国等）
■伝達手段
・ＣＡＴＶ（テロップ、L
字放送）、広報車、消
防車、電話、ＦＡＸ、登
録制メール、ホーム
ページ等

■音声告知放送（屋
内）及び屋外拡声を
主に複数の伝達手段
を確保。

・直轄河川の洪水予報発令
を受け関係機関へ情報提
供を行っている。
・また県管理河川について
も洪水予報を発表してお
り、自治体、警察、消防等
関係機関への連絡を行い
住民への周知を行ってい
る。
・「とちぎリアルタイイム雨
量・河川水位観測情報」（イ
ンターネット配信）により、
雨量・河川水位・河川状況
映像等の情報を提供してい
る。
・電話応答装置により雨量・
河川水位情報を確認できる
と共に、ＮＨＫデータ放送に
より、河川情報の配信を
行っている。
・防災担当者向け自動メー
ル配信として、短時間雨
量・河川水位・洪水予報等
の情報提供を行っている。

防災気象情報をテレ
ビ、ラジオ、インター
ネット等を通じて広く国
民に提供している。

■防災行政無線およ
び戸別受信機により
周知

■広報車にて町内の
巡回

■エリアメール，Ｌア
ラート，ＨＰ，ＳＮＳ等
での情報提供

防災行政無線、緊急
通報メール、広報車
等により伝達

防災行政無線（屋外
子局・戸別受信機）や
村HP，SNS，防災情
報ネットワークシステ
ム，広報車，消防車
等による情報発信

■登録制メール
■ＳＮＳ（ツイッター、
フェイスブック）
■防災行政無線（黒
羽地区のみ）
■エリアメール
■広報車
■自主防災会長、自
治会長への電話連絡

■豪雨の影響により
防災行政無線が聞き
取れない。
■ 那珂川両岸を中心
とした旧烏山町内に
おいては、防災行政
無線が整備されてな
く、代替策の導入を検
討している。

防災行政無線，災害
情報共有システム，
広報車，市ホーム
ページ，市登録制メー
ル，緊急速報メール，
ＳＮＳを用いて伝達を
行うこととしている。

防災行政無線及び戸
別受信機により情報
伝達。
そのほか，エリアメー
ル，Ｌアラート，ラジ
オ，広報車両などを活
用し，広く住民に情報
を伝達できる手段を
確保する。

■防災行政無線
■有線電話（伝達）
■・広報車や消防車
等の車両
■エリアメール
■テレビ（Lアラート）
■ラジオ
■HP
■ツイッター

■防災行政無線
■市ホームページ
■ツイッター、フェイス
ブック
■市メールマガジン
■緊急速報メール
■広報車
■FAX（聴覚障がい
者）

ハザードマップを町
HPに公開。防災行政
無線、広報車、戸別
広報、報道機関への
依頼及び協力を要
請。

■避難場所
・市内の市民センター・内原中央公民
館，市立の小・中学校，合計８０ヶ所を
指定避難所としている
・指定避難所が浸水想定区域にある場
合で浸水が予想される場合は，早めに
浸水想定区域外の避難所にバス等で
搬送する
・洪水時の緊急避難所として協定等を
締結している

■避難経路
・危険な道路，橋，堤防，その他新たな
災害発生場所を避け，安全な経路を
選定
・危険地点には，標識，縄張りを行う。
状況により誘導員を配置する

避難場所・避
難経路

住民等への
情報伝達の
体制や方法

■緊急速報メール
■防災行政無線，電子サイレン
■広報車
■ラジオの緊急割り込み装置を利用し
た情報発信
■市登録メール，市ホームページ，
フェイスブック，ツイッター，ライン等を
利用した情報発信
■各地区会を通じての災害情報
■報道機関への依頼　茨城放送，水
戸コミュニティ放送，他の報道機関
■自衛隊等への広報依頼
■防災訓練や講座などで，河川情報
（雨量・水位）の入手方法（テレビの
データ放送，携帯電話での入手方法）
を掲載したチラシの配布等の啓発を
行っている。また，広報誌等において
も掲載している。

■防災行政無線、エ
リアメール、登録制
メール、CATV緊急L
字放送、市HP、広報
車など、多様な方法
で住民への周知を図
る。

市内41箇所の避難所
を定めている。
避難経路について
は、指定・周知は行っ
ていない。

避難所は各地域ごと
に指定。
経路は未指定。

那珂川沿岸の各地区
において，洪水災害
時に避難する指定避
難所をあらかじめ指
定している。
避難経路について
は，洪水ハザードマッ
プに明記。

指定緊急避難場所は
35箇所，指定避難所
は72箇所となってお
り，予想される災害の
状況に応じて開設す
ることとしている。ま
た，避難所の位置等
については，ハザード
マップにより，住民に
周知している。
避難経路について
は，災害の状況に
よって異なることや，
地域の方々に地域の
状況や実情に応じ，
避難経路の確認をし
ていただきたいと考え
ているため示していな
い。

■ハザードマップを配
布し、避難場所を明
示している。
■避難経路について
は、ハザードマップに
は明示していないが、
自主防災組織と連携
し、各地域、家庭にお
いて決めておくことと
している。

■避難経路は指定し
ないが、洪水避難の
心得をハザードマップ
に掲載し、周知してい
る。

地域防災計画に基づ
く避難所の設定，県道
や村道を避難経路と
した避難行動

避難場所、避難経路
については、利用実
績はほとんどない。

■洪水ハザードマップ
の全世帯配布

■避難経路について
は設定しておらず，避
難方向のみハザード
マップへ掲載

茨城町洪水ハザード
マップを作成し,避難
所を掲載。指定の避
難経路はない。

・県管理河川の内、洪水予
報河川及び水位周知河川
について浸水想定区域図
を作成公表している。今
後、想定しうる最大の洪水
に対して見直しを行う予
定。
・各市町が作成するハザー
ドマップに関して作成支援
を行っている。

■行政区単位を基準
に町内４０箇所を指定
避難場所として指定
（小学校体育館、集会
所等）

行政区にある公民
館，コミュニティーセン
ター等を一時避難場
所に，小中学校など
12か所を広域避難場
所に指定している。
要配慮者には、協定
により福祉施設を福
祉避難所として開設
する。

■避難経路や避難方
向に関し具体的な設
定をしていないので、
今後、具体化する必
要があると考察され
る。
■避難路が浸水する
場合が想定される地
区では、孤立状態とな
る可能性がある。

・県管理河川の内、洪
水予報河川及び水位
周知河川について浸
水想定区域図を作成
公表している。今後、
想定しうる最大規模の
降雨に対して見直しを
行う予定。
・各市町が見直しを行
うハザードマップに関し
て作成支援を行ってい
く。

■発令基準につい
て、防災計画に規定。

■発令事例なし。

水害リスク情
報の周知

避難勧告等
の発令基準

避難勧告等については，那珂川水府
橋水位を基準として発令するとともに，
避難が必要な状況が深夜・早朝となる
ことが，見込まれる場合は，住民の安
全確保を優先し基準にとらわれること
なく早期に発令する。
■要配慮者等避難準備情報
・氾濫注意水位に達し，水位がさらに
上昇することが予測できる場合
■避難勧告
・避難判断水位到達前であるが，３時
間後に氾濫危険水位を予測できる場
合
・避難判断水位到達と同時に，氾濫危
険水位を予測できる場合
・上流区域が被害を受け，本市域に浸
水する危険があると判断される場合
・破堤につながるおそれがある漏水等
が確認された場合

久慈川における避難
勧告・指示等につい
ての 判断基準を定め
発令

避難勧告等の判断基
準・伝達マニュアルを
策定しており，それに
基づき発令することと
している。
なお，発令にあたって
は，河川水位や気象
予測，河川巡視の情
報を含めて総合的に
判断することとしてい
る。

市避難勧告等の判
断・伝達マニュアルに
基づき，水府橋観測
所の氾濫危険水位到
達1時間前に避難勧
告を発令。
また，過去の降雨災
害等の事例を勘案
し，状況に応じて避難
勧告等の発令を判
断。

■発令水位
１．久慈川
舟生　4.32m
富岡　3.5m
２．那珂川
野口　4.5m

■避難勧告発令基準
・避難判断水位に達
し、はん濫危険水位
に達すると予測できる
段階であり、人的被害
の発生する可能性が
明らかに高まった場
合
・上流区域が被害を
受け、本市域に浸水
する危険があると判
断される場合
・破堤に繋がるおそれ
がある漏水等が確認
された場合

はん濫注意水位を越
えたとき。また,町内の
水位、雨量のほか、
上流部の雨量、河口
部の潮位、気象台や
河川管理者、現場巡
視報告、通報等も参
考し判断する。

■河川の水位状況と
今後の水位・雨量の
予想により発令

河川の水位到達情
報、大雨警報等の気
象情報、警戒パトロー
ル等の情報を総合的
に判断し発令してい
る。

避難勧告等の判断・
伝達マニュアルに基
づく発令

■河川水位情報や解
析雨量・降水短時間
予報を適宜チェック
し、判断に遅滞のない
よう努めている

■那珂川の小口観測
所における基準水位
は、過去の出水記録
と比較すると、過去の
水位よりも低水位な
のに、近年、当該観
測所下流域において
浸水箇所が見られる
など、避難の判断基
準となる水位に達す
る前に、避難すべきよ
うな危険な状況になる
ものと推量される。

基準観測所　　那珂
川　小口観測所
■避難準備(要援護
者避難)情報
・水位観測所の水位
が氾濫注意水位
（5.0m）に達し、更に
水位の上昇が予想さ
れる場合
・はん濫注意情報が
発表されたとき
■避難勧告
・水位観測所の水位
が氾濫危険水位
（5.5m）に到達するこ
とが見込まれる場合
・はん濫警戒情報が
発表されたとき
■避難指示
・水位観測所の水位
が氾濫危険水位
（5.5m）に達した場合
・はん濫危険情報が
発表されたとき

課　題

■久慈川及び那珂川
において、想定最大規
模、計画規模の降雨に
よる洪水浸水想定区域
図、及び堤防が決壊し
た際の氾濫シミュレー
ション結果を常陸河川
国道事務所ホーム
ページ等で公表してい
る。
■水害リスク情報の周
知方法としてハザード
マップポータルサイトを
開設している。

・洪水浸水想定区域図
を作成し公表するな
ど、自治体が作成する
洪水ハザードマップの
作成支援。

国、県や自治体の水防
計画、防災計画、ハ
ザードマップの作成に
協力している。

・地デジのデータ放送、
「川の防災情報」、事務
所ＨＰ、テレフォンサー
ビスにて雨量、水位及
びカメラ映像等の河川
情報を提供している
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別紙－１

 ②水防に関する事項

項目 水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地方整備局

■基準水位観測所の対象区間が広範
囲であるため、優先的に水防活動を実
施すべき箇所の特定・共有が難しい。

Ｒ

■自治体によっては携帯電話が使用
できない場合の連絡方法や水防団同
士の連絡体制が確立されていない。

Ｓ

■巡視対象区間が広範囲であるた
め、巡視に時間がかかる。また、水防
団員（消防団員）の減少・高齢化に伴
い人手不足が課題となっており、適切
な水防活動に懸念がある。

Ｔ

■出水中の巡視となるため、巡視員の
安全確保に懸念がある。 Ｕ

■大規模水害発生時に、水防資機材
の不足が懸念される。 Ｖ

■水防団員（消防団員）の安全装備等
の拡充が必要。 Ｗ

■災害対策車両等の操作講習会につ
いて、今後も継続していく必要がある。 Ｘ

■大規模な水害時には、庁舎や防災
拠点病院等が浸水し、機能が低下・停
止する。

Y

■ライフライン寸断時の自給体制の確
保に懸念がある。

Z

 ③河川管理施設の整備に関する事項

項目 水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地方整備局

堤防等河川
管理施設の
状況の整備
状況

■久慈川、那珂川とも
に計画に対し堤防断面
や河道断面が不足して
いる区間の整備を推進
している。

■無堤地区や計画に対し堤防断面や
河道断面が不足している区間について
は、水害発生に対するリスクが高い。

AA

各土木事務所の資材
置場、倉庫等に水防資
機材を備蓄。

・防災ステーション、防災
ヤードに根固めブロック、土
のう用土砂等を備蓄してい
る。
・また、各土木事務所の水
防倉庫に土のう袋等の資
機材を備蓄している。

・事務所、出張所、水
防拠点に水防資材を
備蓄。

自治体庁舎、
災害拠点、病
院等の水害
時における対
応について

■災害対策本部は基本的に本庁舎に
設置するが，設置が困難な場合は，消
防本部北消防署を第一候補とし，災害
の状況に応じて市に公共施設の中か
ら各種条件を総合的に判断し指定す
る。
■緊急輸送計画に基づき，被災地外
の医療機関に搬送する。

■市庁舎について
は、久慈川流域に存
在しない。
■指定避難所である
東小沢小学校、久慈
川日立南交流セン
ターについては、洪水
災害時は使用しない
こととしている。
■病院、要配慮者施
設は洪水予報、水位
情報を連絡することと
している。また、施設
において避難計画を
策定するように定めて
いる。

市役所本庁舎付近の
想定浸水深が従前は
0.5ｍ未満であった
が，想定最大規模降
雨おける想定では，
0.5ｍ～3.0ｍ未満と
なった。

■本市においては，
市役所本庁舎は高台
に位置しており，河川
氾濫による被害はな
いと思われる。
■市内61箇所の指定
避難所においては，1
箇所のみ浸水想定区
域内にあるため，洪
水災害時は使用不可
としている。当該避難
所近隣の住民につい
ては，高台に位置す
る別の避難所へ避難
するよう，すでに周知
を図っているところで
ある。
■災害時の医療拠点
となりうる病院等につ
いても，高台に位置し
ているため，大きな被
害を受けることはない
と思われる。

■高台のため水害の
心配はない

本庁は浸水想定区域
内ではないので、水
害の影響は考えてい
ない。

著しく被害が予想され
るとき、危険箇所の住
民に避難、立退きを
勧告。避難所へ誘
導。決壊時には、直ち
に水戸土木事務所へ
通報し、できる限りは
ん濫による被害が拡
大しないように努力す
る。また、警察、自衛
隊へ援助の要請を行
う。

特になし 高台にあるため水害
の影響はないと思わ
れる。

コミュニティセンターや
小中学校などを避難
所として開設し，災害
時の避難者支援・救
護の拠点として活用

■いずれも浸水想定
区域に立地していな
いが、水害が発生す
ることが予想される場
合は、速やかに市職
員が参集し、情報収
集に努めている

消防署に隣接した水
防倉庫に土のうや船
舶などを整備

■整備は消防署の管
轄となっており、市は
整備状況の報告を受
けている

■ライフジャケットな
どの安全装備品の充
実を計画的に実施す
る必要がある。
■ 災害時備蓄品を計
画的に配備していく必
要がある。
■ 水防資機材の計
画的な増配置を行う
必要がある。

河川の状況、護岸等
の状況を勘案して、実
情に即応する水防器
材資材を防災計画に
則して水防倉庫に備
蓄保管。
緊急事態において、
不足する物資がある
場合は、一般業者よ
り調達する。または、
災害時応援協定を締
結している市町村に
応援を求める。

■町内２カ所に水防
倉庫にスコップ、土の
う袋等を整備。

■国土交通省で整備
したもの

■災害対策本部を設
置する庁舎に関して
は、浸水想定区域で
は無いことから課題に
なることは無いと思わ
れる。

防災対策活動拠点は
茂木町役場、茂木町
防災館、道の駅もて
ぎとし、茂木町役場が
被災した場合は防災
館、道の駅を拠点とす
る

■関係機関と連携し
て対応

水防資機材
の整備状況
について

掛矢55丁，スコップ245丁，土のう袋
38,000枚，斧又は鉈93丁，鋸100丁，
鎌126丁，ハンマー30丁，ハンドマイク
９基，メガホン４個，杭木218本，土のう
9,755袋，ナマシ鉄線35㎏，シート148
枚，ツルハシ14丁，PPロープ,750m，
パイプ杭7,047本，輪車17台，塩化ビ
ニール管20本，船20艇，船外機24機，
救
命胴衣319衣，救命浮輪44，救命索発
射銃３丁，チェーンソー11機，排水ポン
プ29台を保有している。

■掛矢、土のう、照明
灯などを水防倉庫に
備蓄している。

消防本部の他、市内
３箇所の水防倉庫に
資機材備蓄している。

市役所本庁舎及び那
珂川沿岸地区2箇所，
合計3箇所に水防資
機材倉庫を設置。

・出水時には、重要水
防箇所等河川管理施
設を点検するため河川
巡視を実施

河川の巡視 ■監視警戒
（１）常時監視　区域内の河川，堤防等
の巡視を行う
（２）非常警戒　出動準備体制に切り替
えたときから水防区域の監視及び警戒
を行う

■多量の降雨時にお
いては「茨城県土木
部雨量・河川水位情
報」等により、常に河
川の水位を注視して
おり、「水防団待機水
位」に達する場合に
は、消防職員・消防団
員等により水位及び
堤防の状況等につい
て巡視を実施してい
る。

消防職員及び管轄消
防団員が実施してい
る。

大雨・洪水注意報発
令時，河川課にて沿
岸地域のパトロール
を実施。
そのほか，河川水位
の上昇に応じて水防
団（消防団）による巡
視活動を行う。

■消防団 ・毎年、直轄河川の合同巡
視に参加している。
・また県管理河川について
も、毎年、出水期前に関係
自治体、消防等と重要水防
箇所及び水防倉庫の点検
を行っている。

・基準水位観測所水位
により水防警報を発
令。
・各土木事務所から自
治体等へ水位・雨量情
報を提供
・テレホンサービス、イ
ンターネットサービスに
よる河川情報の提供

・直轄河川の水防警報発令
時に関係機関へ情報提供
を行っている。
・また県管理河川について
も、洪水予報の発表と併せ
水防警報を発令している。
・「とちぎリアルタイイム雨
量・河川水位観測情報」（イ
ンターネット配信）により、
雨量・河川水位・河川状況
映像等の情報を提供してい
る。
・電話応答装置により雨量・
河川水位情報を確認できる
と共に、ＮＨＫデータ放送に
より、河川情報の配信を
行っている。
・防災担当者向け自動メー
ル配信として、短時間雨
量・河川水位・洪水予報等
の情報提供を行っている。

■基準水位観測所水
位により水防警報を発
令。

■災害発生の恐れが
ある場合には、国交省
事務所長から関係自
治体首長に対して情報
伝達（ホットライン）を
行っている。

市内4箇所の水防倉
庫にて資機材を整
備。

水防活用資機材倉庫
は、町内3箇所。土の
う、防水シート、スコッ
プ、一輪車、おの、な
た、のこぎり、ハン
マーなど。

■全団員にライフジャ
ケットの配布

土のう関係を備蓄して
いる。

水害警戒時には、消
防にて巡視を行って
いる。

消防本部、消防団 ■消防職員および事
前に任名している行
政職員による巡視

町職員及び消防団員
が巡視している。

村職員や消防署員，
水防団員による巡視

■河川監視カメラによ
る状況把握
■消防団員、市職員
による目視

防災行政無線（屋外
子局・戸別受信機）や
村HP,SNS，防災情報
ネットワークシステ
ム，広報車，消防車
等による情報発信

・市ホームページ及び
YouTubeで河川監視
カメラの映像をライブ
配信している

■河川水位に関して
は、常時現場におい
て目視確認している
のではなく、国又は県
から情報源が主と
なっている。

ＣＡＴＶ（テロップ、L字
放送）、広報車、消防
車、電話、ＦＡＸ、登録
制メール、ホームペー
ジ等で情報提供す
る。

■防災行政無線
■・広報車や消防車
等の車両
■テレビ（Lアラート）
■HP
■ツイッター

警戒時には、防災行
政無線等で注意喚
起。
市ホームページ等で
国土交通省「川の防
災情報」を案内。

HP等で雨量、河川情
報について、茨城県
土木部のHPリンク先
を掲載。必要であれ
は、町防災無線での
広報。

■住民への情報提供
はしていない

状況により参考として
活用

■ 巡視に関しては、
土地勘のある地元消
防団の協力が不可欠
である。
■ゲリラ豪雨による急
激な河川水位の上昇
に際し、巡視や土のう
搬入作業に関し安全
対策を講ずる必要が
ある。
■現場からのリアルタ
イム情報の伝達手法
が乏しいことから、整
備の必要性あり。

那珂川の大瀬を担当
指揮者第4分団第4部
部長のもと、第１次出
動では第4分団第4
部、第２次出動では第
4分団全個部、第３次
出動では全個部が出
動して巡視する
本部部員は、本部の
任務遂行にあたる。

■各種ＨＰによる雨
量・河川水位の監視

■水防団及び職員に
よる巡視

河川水位等
に係る情報の
提供

■有線電話，無線等を活用して情報提
供する
■各機関がPC，携帯電話，県防災シ
ステムを活用して入手する

防災行政無線をはじ
めとした伝達手段を
用いて情報提供を行
うこととしている。

住民に対する情報伝
達手段により周知す
るほか，国，県等のＨ
Ｐ内の河川水位情報
や，ＮＨＫデータ放送
の河川水位情報など
を活用し，正確な情報
を的確に提供するよう
努めている。

■防災行政無線、
HP、ツイッター、フェイ
スブック、L字システ
ム、安心ひろメール
■水防担当部署から
有線電話等を活用し
て情報提供

■各種ＨＰによる雨
量・河川水位の監視
■必要に応じて、屋
外拡声及び音声告知
器等を活用して周知

現状と課題

現状と課題

出水期前に、自治体、
水防団等と洪水に対し
リスクが高い区間の合
同巡視を実施してい
る。

・出水期前に、県、自
治体、水防団及び住民
と洪水に対リスクが高
い区間の合同巡視、共
同点検を実施。

・出水時には、河川管
理施設を点検するた
め、河川巡視を実施。
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別紙－２－②

○概ね５年で実施する取組

項目 事項 内容
課題の
対応

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地整

１）ハード対策の主な取組

■河川を河川内で安全に流す対策
＜久慈川＞
・優先的に実施する流下能力向上対
策、浸透・パイピング対策
＜那珂川＞
・優先的に実施する流下能力向上対
策、浸透・パイピング対策

AA

＜久慈川＞
・流入４河川にお
ける河川改修の実
施
【継続実施】
＜那珂川＞
・流入６河川にお
ける河川改修の実
施
【継続実施】

＜久慈川＞
・流下能力向上対
策、浸透・パイピン
グ対策
【H32年度】
＜那珂川＞
・流下能力向上対
策、浸透・パイピン
グ対策
【H32年度】

■危機管理型ハード対策
＜久慈川＞
・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補強
＜那珂川＞
・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補強

AA

＜久慈川＞
・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補
強
【H32年度】
＜那珂川＞
・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補
強
【H32年度】

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備
・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤の整備

L

・雨量、水位、風速
等の観測データ及
び洪水時の状況を
把握・伝達するた
めの基盤の整備を
実施
【H28年度～】

・雨量、水位等の
観測データ及び洪
水時の状況を把
握・伝達するため
の基盤の整備を
実施していく
【H28年度～】

・さらなる情報伝達手段の追加整備
もしくは検討

C、Ｊ
K、M

・防災ラジオの段
階的な配布【H30
年度～】
・防災行政無線
（固定系）再整備
（デジタル化等）
H27年度　基本計
画・基本設計
H28年度　実施設
計
H29～30年度　本
体工事

・フェイスブック、ツ
イッター、Lアラート
システム
【H28年度】

・既存の設備や手
段で対応可能と考
えられるため、追
加整備は考えてい
ない。

・既存施設を活用
しながら，有効な
情報伝達手段に
ついて検討してい
く。
【H28年度～】

・既存の手段で伝
達可能と考えてい
る。

・市メールマガジン
【H28.5から運用】

・観光・防災Wi-Fi
事業を活用した事
業設計を計画
【平成28年度～】

・全世帯に戸別受
信機を配布済み

・防災行政無線の
デジタル化また
は、新たな情報伝
達手段の検討
【H29年度～】

・村情報提供アプ
リの整備・実施
【H28年度】

・既存の施設で十
分機能している

・防災ラジオの有
償頒布の検討
【H29年度】

・新たな伝達手段
を検討中
【H28年度】

・既存の施設で十
分機能している。

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備（新技術を活用した水
防資機材を含む）

V

・水防法に基づく
資機材を配備して
いる

・既存の配備で十
分機能出来る。

・新技術を活用し
た水防資機材の
整備について検討
【Ｈ29年度～】

既存の配備で十
分かどうかの検討
が必要。
【H28年度～】

・無堤の地区もあ
り，水防資材の追
加配備は考えてい
ない。

・既存の配備で対
応予定

・資機材の再確認
を行い,必要装備
の充実を図る
【平成29年度～】

・新技術を活用し
た水防資機材の
整備
【Ｈ29年度～】

・既存の資器材の
更なる補充を進め
る【H29年度～】

・既配備のもので
対応予定

・既存の施設で十
分機能している

・既存の配備で十
分機能できると推
察される。

・水防倉庫の整備
【H29年度予定】

・既存の配備で十
分機能出来る。

・今後、水防資機
材の補充・追加等
の際には、新技術
を活用した水防資
機材による配備充
実を図る。
【H28年度～】

・地域防災計画に
基づく水防資材の
備蓄
【H28年度～】

・河川防災ステー
ションの整備
【平成28年度～】
・新技術（水のう）
を活用した資機材
等の整備
【H28年度～】

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

L

・カメラの設置
【H28年度～】

・簡易水位計、カメ
ラの設置
【H28年度～】

・浸水時においても災害対応を継続
するための施設の整備及び自家発
電装置等の耐水化（庁舎、要配慮施
設、避難所等）

Y、Z

対象施設：水戸市
役所新庁舎
自家発電機や熱
源機器等の主要
な機械室，電気室
を屋上に設置
周辺地区への流
出防止の観点か
ら，雨水貯留槽を
敷地内に設置
【Ｈ30年度】

・浸水想定区域内
に避難所があるが
津波・洪水時使用
不可としている

・本庁舎の長寿命
化計画に基づき自
家発電設備を整
備予定
【H29年度以降】

浸水想定区域内
に１箇所指定避難
所があるが、当該
地域の住民に対し
ては，洪水災害
時、高台の避難所
へ避難するよう周
知を図っている。

・庁舎・災害対策
拠点は浸水想定
区域外

・浸水想定区域内
に避難所がある
が、洪水時には使
用しない。

・浸水想定区域内
に施設なし

・対象施設：大洗
町役場本庁舎
非常用電源の耐
水化について検討
【H28年度～】

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に施設無し

・浸水想定区域内
に施設なし

・取組対象の施設
なし

・水位予測の精度向上検討

F

・公表、伝達の可
能性について検討
【H28年度】
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別紙－２－②

項目 事項 内容
課題の
対応

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地整

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知等
・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表
＜直轄河川＞
久慈川・山田川・里川・那珂川・藤井
川・桜川・涸沼川

＜県管理河川＞ Ａ

・想定最大規模降
雨による浸水想定
区域図の公表
【H29年度～】
・氾濫シミュレー
ションについては
策定予定。
・公表については
検討中。

・想定最大規模降
雨による洪水浸水
想定区域図の公
表
【H28年5月】
・氾濫シミュレー
ション（久慈川・山
田川・里川・那珂
川・藤井川・桜川・
涸沼川）の公表
【H28年8月】

・大規模水害時の相互協力に関する
申し合わせ

G、Ｖ

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】
茨城県内市町村と
は、災害時等の相
互応援に関する協
定がある

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・協議会の中で相
互協力に関する申
し合わせを締結
【H28年度～】

・広域避難計画の策定

G

・市外において
は，茨城県立水戸
農業高等学校とひ
たちなか市（市毛
小学校）と避難場
所に関する協定を
締結し，連携体制
を確立している。

・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・協議会の中で広
域避難計画（案）
を策定
【H29年度～】

・浸水想定区域内
に１箇所指定避難
所があるが，当該
地域の住民に対し
ては，洪水災害
時，高台の避難所
へ避難するよう周
知を図っているた
め，現在のところ
広域避難計画の
策定の予定はあり
ません。

・他地域の避難所
にて対応予定であ
るため、策定の予
定なし。
・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・協議会の中で広
域避難計画（案）
を策定
【H29年度～】
・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・浸水想定区域内
に指定避難所な
し。また,周辺自治
体からの打診があ
れば検討する。

・協議会の中で広
域避難計画（案）
を策定
【H29年度～】

・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・浸水想定区域内
に指定避難所な
し。ただし，隣接自
治体からの打診が
あった場合は策定
について検討す
る。

・浸水想定区域内
に指定避難所なし
・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・浸水想定区域内
に指定避難所は
あるものの隣接の
指定避難所に代
替が可能である。
・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・隣接自治体から
の打診があった場
合は策定について
検討する。

・隣接自治体から
打診があった場合
は検討。

・作成に必要な情
報の提供及び策
定を支援
【H29年度～】

・各市町における
避難体制の検討
の支援
【H29年度～】

・作成に必要な情
報の提供および策
定を支援
【H29年度～】

・作成に必要な情
報の提供および策
定を支援
【H29年度～】

・想定最大規模の降雨による浸水想
定区域を考慮したハザードマップの
作成・周知

Ｂ、H

・想定最大規模降
雨の洪水を対象に
したハザードマッ
プの改定に，本市
の広域避難体制
を反映する。
【H29年度】

・広域避難計画を
考慮しないハザー
ドマップを策定
【H29年度】

・想定最大規模の
浸水想定を反映し
たハザードマップ
の作成
【H30年度】
ただし、広域避難
計画の反映は策
定状況による

・現在のところ未
定ではあるが，今
後作成に向けた検
討が必要。
【H29年度～】

想定最大規模降
雨の洪水を対象
に、広域避難計画
も反映したハザー
ドマップを策定。
【H28～29年度】

・防災ハンドブック
合わせてハザード
マップ作成する
が、広域避難計画
も反映したもので
はない。
【H29年度】

・想定最大規模の
洪水を対象にハ
ザードマップを策
定
【平成29年度～】

・想定最大規模降
雨の洪水を対象
に、広域避難計画
も反映したハザー
ドマップを策定
【H30年度】

・想定最大規模降
雨の洪水を対象
に、ハザードマップ
を策定
【H29年度～】

・想定最大規模の
洪水を対象にハ
ザードマップを策
定
【H29年度】

・本市では、浸水
想定区域の見直し
の結果、住宅に係
る浸水想定区域
の変更がなかった
ことから、今後、県
が実施する浸水想
定区域の見直し及
び土砂災害警戒
区域等の指定見
直しが予定されて
いるため、これら
が終了した時点で
作成し、市民への
周知を行うことと
する

・今回の浸水想定
区域の発表を受け
ハザードマップの
改定を実施
【H29年度】

・想定最大規模の
洪水を対象にハ
ザードマップを策
定
【H29年度】

・想定最大規模を
踏まえたハザード
マップの作成。
【H29年度～】

・まるごとまちごとハーザドマップ整
備・拡充について検討

H、I

・電柱への浸水深
の表示を時期は
未定だが検討して
いる

・電柱を中心に表
示看板の設置を
検討
【H28年度～】

・一部地域に設置
済み。

・既に設置済み ・設置の是非につ
いて検討する。
【H29年度～】

・設置について検
討する
【H29年度】

・地区の公民館や
電柱への表示看
板の検討
【平成29年度～】

・整備するか検討
【H29年度～】

・公共施設や電柱
を中心に、表示看
板を設置を検討
【H29年度～】

・既に設置済み ・指定避難所等へ
のピクトグラムの
掲示の検討
【平成29年度～】

・公共施設を中心
に表示看板の拡
充を検討
【H29年度～】

・今後検討
【H29年度～】

・整備について検
討
【H29年度～】

・要配慮者利用施設の避難計画の作
成及び訓練の促進

N

・36施設への避難
計画作成を促して
いるところであり，
14施設が作成済
である【7/21時点】

・要配慮者のいる
施設と意見交換し
避難計画の策定
支援
【H29年度～】

・各施設が行う避
難訓練等への支
援
【H29年度】

・最大規模の浸水
想定区域内に所
在する要配慮者利
用施設の実態を
把握したうえで，
避難計画の策定
等について検討し
ていく。
【H29年度～】

・浸水予定区域内
に施設無し

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に指定避難所なし

・要配慮者施設に
おいて策定してい
る避難計画の対
象災害の中に水
害も対象として位
置づけ、避難訓練
等を支援
【H29年度～】

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に施設なし

・浸水想定区域内
に要配慮者施設
があるが、当該施
設の避難計画の
運用を側面から支
援する。
【H29年度～】

・要配慮者のいる
施設と意見交換
し、避難計画の策
定支援
【H29年度～】

・要配慮者施設に
おいて策定してい
る避難計画の対
象災害の中に水
害も対象として位
置づけ、避難訓練
等を支援。
【H29年度～】

・避難勧告等の判断・伝達マニュアル
の見直し

E、O

・策定済みであり，
現時点では見直し
が必要な箇所はな
い

・既存の地域防災
計画による判断、
伝達を行う

・策定済みマニュ
アルの随時見直し
【H29年度～】

・マニュアルの見
直し
【H28年度～】

・地域防災計画内
で反映されている

・マニュアルの作
成
【H29年度～】

・マニュアルの作
成
【平成29年度～】

・マニュアルの作
成
【H28年度～】

マニュアルの作成
【H29年度～】

・策定済であり，見
直しの必要な箇所
はなし

・策定済みである
が、必要に応じて
見直していく。

・マニュアルの見
直し〔随時〕
【H28年度～】

・マニュアルの見
直し
【H29年度予定】

・マニュアルの策
定。
【H29年度～】
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別紙－２－②

項目 事項 内容
課題の
対応

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地整

・対象地区全住民への確実な情報伝
達方法の確立（自治体未加入世帯、
高齢者、外国人等）

M

・防災ラジオの段
階的な配布
【H30年度～】
・Pull型情報伝達
媒体の普及啓発
【H28年度～】
・防災行政無線
（固定系）再整備
（デジタル化等）
H27年度　基本計
画・基本設計
H28年度　実施設
計
H29～30年度　本
体工事
・市民協働による
避難体制の確立

・調査等を行い検
討する
【Ｈ29年度～】

・各世帯に防災行
政無線の戸別受
信機を貸与してい
る

自主防災組織によ
り、地域の情報伝
達手段を確保して
いただいている
が、未加入世帯や
外国人などの対応
については未整備
であるため、対応
の検討が必要。
【H29年度～】

・地域防災計画内
で反映されている

・外国人向けの情
報伝達手法の
ルール化
【H29年度～】

・対象地区長へ協
力要請し,連絡網
作成。戸別訪問等
検討。
【平成29年度～】

・自主防災会の見
直し
【H28年度～】

自主防災組織の
組織率や活動内
容の充実
【H29年度～】

・自主防災組織や
安心サポーター，
消防団による各戸
確認の体制が概
ね整いつつある

・ハザードマップを
広報と共に全戸配
布したほか、自治
会未加入者へ配
布できるようコンビ
ニに設置してい
る。また「外国人
のための生活案
内書」の中に防災
情報を掲載、配布
している。

・対象区域内の自
主防災組織設立
に向けた啓蒙・啓
発
【H28年度～】

・新たな伝達手段
を検討中
【H28年度】

・自主防災組織に
よる伝達強化。
【H29年度～】

・自助、共助を目指した自主防災組
織の充実

P

・既に自主防災組
織は全地区結成
済
・主体的に活動が
出来るよう自主防
災組織単位の訓
練を実施するとと
もに，地域の実情
に合わせたきめ細
かな訓練も実施し
ている

自主防災組織の
結成済　毎年1回
以上訓練を行って
いる

・主体的に行動が
出来るよう自主防
災活動の中心的
な役割を担う人材
育成及び自主防
災訓練等の活動
に対する支援を行
う。
【H28年度～】

・本市では，全て
の自治会において
自主防災組織を
編成しており，毎
年実施する総合防
災訓練において，
自主防災会が主
体的に訓練計画を
策定し，それぞれ
の地域において地
域の実情にあわ
せて訓練を実施し
ている。

・自主防災組織の
結成を促進する。
【H28年度～】

・自主防災組織の
結成を促進
【H28年度～】
・主体的に行動が
出来るよう自主防
災組織の訓練等
を支援
【H28年度～】

・自主防災組織の
結成を促進
【H28年度～】

・自主防災組織の
結成を促進
【H28年度～】

・自主防災組織の
結成を促進
【H28年度～】

・主体的に行動が
出来るよう自主防
災組織を対象とし
た訓練等を実施
【H28年度～】

・自主防災組織の
結成を促進
【H28年度～】
・主体的に行動が
出来るよう自主防
災組織を対象とし
た訓練等を実施
【H28年度～】

・自主防災組織が
主体的に行動が
出来るよう側面か
らバックアップ
【H28年度～】

・主体的に行動が
出来るよう自主防
災組織を対象とし
た訓練等を実施
【H28年度～】

主体的に行動が
出来るよう自主防
災組織での訓練
の実施を促進
【H28年度～】

・避難誘導員の安全対策、待避等を
踏まえた避難誘導マニュアルの整備

Q

・今後検討
【時期未定】

・調査等を行い検
討する
【Ｈ29年度～】

・策定済みマニュ
アルの充実
【H29年度～】

今後検討が必要
【H29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備・
充実を検討する。
【H29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備・
充実
【H29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備・
充実の検討
【平成29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備・
充実
【H29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備
【H29年度～】

・消防団活動マ
ニュアルを策定済
みであり，見直し
が必要な箇所はな
し

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの整備・
充実を検討してい
く。
【H29年度～】

・安全対策・待避
等を踏まえたマ
ニュアルの策定
【H29年度～】

・今後検討
【H29年度～】

・避難誘導マニュ
アル等の整備。
【H29年度～】

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難勧告発令に着目したタイムラインの作成
・避難勧告の発令に着目したタイムラ
インの作成

D

・既にタイムライン
を策定済み

・タイムラインの作
成検討
【H28年度～】

・協議会の中で
チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【H28年度】

・チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【平成28年度～】

・タイムラインの作
成検討
【H29年度】

・チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【H28年度】

・チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【平成28年度～】

・チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【H28年度～】

・チェックリストから
タイムラインへの
見直し検討
【H29年度～】

・既にタイムライン
を策定済み

・タイムラインの作
成を検討していく。
【平成28年度～

・過去の事例に踏
襲することなく、新
たなタイムライン
の検討
【H28年度～】

・検討中
【H28年度】

・タイムラインの作
成。
【H29年度～】

・各市町の策定を
支援
【H28年度～】

・各市町の策定を
支援
【H28年度～】

・関東地整、県、市
町村と協同し、策
定を支援【H28年
度】

・作成に必要な水
位情報等の提供
【H28年度～】

・タイムラインに基づく首長等も参加
した実践的な訓練

D

・6/29災害対策本
部の立ち上げ訓
練を行ったところ
であり，タイムライ
ンを活用した実践
的な訓練は，今後
実施する予定であ
る
【H29年度～】

・訓練の実施
【H28年度～】

・実践的な訓練を
実施
【H29年度～】

・今後検討が必要
【H29年度～】

・実践的な訓練を
実施するか検討
【H29年度】

・実践的な訓練を
実施
【H29年度～】

・対象地区での実
践的な訓練の検
討
【平成29年度～】

・実践的な訓練を
実施するか検討
【H29年度～】

・実践的な訓練を
検討
【H29年度～】

・実践的な訓練を
実施
【H29年度～】

・タイムラインの作
成に併せた訓練
の実施を検討して
いく。
【平成29年度～】

・実践的な訓練へ
の参加
【H28年度～】

・実践的な訓練を
実施【H28年度～】

・実践的な訓練を
実施。
【H29年度～】

・訓練への参加
【H28年度～】

・訓練への参加
【H28年度～】

・自治体訓練への
参加や支援
【H29年度～】

・トップセミナーの
開催
【H28年度～】
・自治体訓練に参
加
【H28年度～】

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

C、L

・警報等における
危険度の色分け
表示
・「警報級の現象
になる可能性」の
情報提供
・メッシュ情報の充
実化
【H29年度出水期
～】

■防災教育や防災知識の普及
・水災害の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

Ａ、C

・既に防災担当窓
口で対応中

・防災担当課であ
る生活安全課防
災対策室で対応

・設置について検
討する。
【H28年度～】

・現在は，生活安
全課にて水害に関
する問合せを受け
付けている。

・特に設置は考え
ていない（防災担
当課で対応）。

・問い合わせ窓口
の設置の検討する
【H28年度～

・問い合わせ窓口
の設置について検
討する
【平成28年度～】

・随時対応中 ・地域防災室が窓
口となっている

・従来どおり担当
課で対応

・危機管理課にお
いて問合せ対応を
行っている。

・総務課危機管理
Ｇ宛て一極集中周
知されている。

・従来どおり総務
課で対応

従来どおり総務課
で対応。

・問い合わせ窓口
を設置する。
【H28年度～】

・問合せ窓口を設
置する
【H28年度～】

・問い合わせ窓口
の対応へのサ
ポート
【H28年度～】

・問い合わせ窓口
の設置
【H28年度～】

・水防災に関する説明会等の開催

Ａ、C

・地域などと連携
し随時実施してい
る
※ハザードマップ
の作成案が出来
次第，説明会を行
う予定である
【H28年度末～】

・浸水区域を対象
に説明会実施予
定
【H28年度～】

・実施について検
討する。
【H28年度～】

・関係部署と説明
会実施の可否に
ついて検討する必
要がある。
【H29年度～】

・久慈川・那珂川
水系を対象に実施
済み
【H28年度】

・実施について検
討する
【H28年度～】

・指定エリアへの
説明会の実施を
検討する。
【平成28年度～】

・実施について検
討する
【H28年度～】

・実施について検
討する
【H29年度～】

・これまでも自主
防災組織等の講
習や訓練で説明
済みであり，要請
がある都度，今後
も実施予定
【H28年度～】

・実施の予定なし ・実施する方向で
検討
【H28年度～】

・実施について検
討する
【H29年度～】

・防災訓練の中で
実施。
【H29年度～】

・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に行ってい
く。【H28年度～】

・市町より要請が
あれば、出前講座
等を行っていく
【H28年度～】

・関係機関と連携
し、効果的な対応
を検討する。
【H28年度～】

・過去の水害を振
り返るシンポジウ
ム等の開催
【H28年度】
・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に実施
【H28年度～】
・市町村と協同し
た説明会を実施
【H28年度～】

・教員を対象とした講習会の実施

Ａ、C

・教育委員会と連
携し随時実施して
いる
【継続して実施】

・地域の自主防災
訓練等機会をとら
えて防災教育の重
要性等について周
知を図る
【H28年度～】

・常陸太田市教育
委員会と協議
【H28年度～】

教育委員会，河川
課など関係部署と
説明会実施の可
否について検討す
る必要がある。
【H29年度～】

・市教育委員会と
協議
【H28年度～】

・市教育委員会と
協議
【H28年度～】

・教育委員会と協
議検討
【平成28年度～】

・教育委員会と協
議
【H28年度～】

・教育委員会と協
議を検討
【H28年度～】

・これまでも教育
委員会を通じて講
習や訓練で説明
済みであり，要請
がある都度，今後
も実施予定
【H28年度～】

実施の予定なし ・那須烏山市教育
委員会に協議・打
診
【H28年度～】

・実施について検
討する
【H29年度～】

・講習会等開催に
あたっての協力、
支援。
【H28年度～】

・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に行ってい
く。【H28年度～】

・市町より要請が
あれば、出前講座
等を行っていく
【H28年度～】

・教育委員会と連
携し、効果的な対
応を検討する。
【H28年度～】

・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に実施
【H28年度～】
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別紙－２－②

項目 事項 内容
課題の
対応

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地整

・小学生を対象とした防災教育の実
施

Ａ、C

・小学校と連携し
随時実施している
【継続して実施】

・地域の自主防災
訓練等機会をとら
えて防災教育の重
要性等について周
知を図る
【H28年度～】

・常陸太田市教育
委員会と協議
【H28年度～】

教育委員会，河川
課など関係部署と
説明会実施の可
否について検討す
る必要がある。
【H29年度～】

・市教育委員会と
協議
【H28年度～】

・市教育委員会と
協議
【H28年度～】

・教育委員会と協
議検討
【平成28年度～】

・教育委員会と協
議
【H28年度～】

・教育委員会と協
議を検討
【H28年度～】

・これまでも教育
委員会を通じて講
習や訓練で説明
済みであり，要請
がある都度，今後
も実施予定
【H28年度～】

・学校からの要請
があれば対応して
いる

・市教育委員会と
協議・検討
【H28年度～】

・実施について検
討する
【H29年度～】

・防災教育充実の
ための協力、支
援。
【H28年度～】

・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に行ってい
く。【H28年度～】

・各土木事務所に
て、防災教育を実
施している
【H28年度～】

・教育委員会と連
携し、効果的な対
応を検討する。
【H28年度～】

・市町村の要請に
より出前講座等を
積極的に実施
【H28年度～】

・出前講座等を活用した講習会の実
施

Ａ、C

・要請により出前
講座等を積極的に
行っていく。
【H28年度～】

・要請により、出前
講座等を行ってい
く
【H28年度～】

・関係機関と連携
し、効果的な対応
を検討する。
【H28年度～】

・要請により出前
講座等を積極的に
実施
【H28年度～】

・プッシュ型の洪水予報等の情報発
信

C

・プッシュ型の洪
水予報等の情報
発信【H28年度～】

・プッシュ型の洪
水予報等の情報
発信【H28年度～】

・水位計やライブカメラの情報をリア
ルタイムで提供

L

・ホームページや
スマートフォンなど
に水位計やライブ
カメラの情報をリ
アルタイムで提供
する。【H28年度
～】

・水位計やライブ
カメラの情報をリ
アルタイムで提供
する。【H28年度
～】

２）ソフト対策の主な取組　②避難時間の確保のための取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化
・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

S

・既に伝達手法を
確立している

・既に確保してい
るメールで対応
（順次指令）

・メールを活用した
伝達手段を確保し
ている

・既に複数の伝達
手法を確保してい
る

・無線や携帯電
話、メールなどを
活用し情報伝達手
段を確保してい
る。

・既に伝達手法を
確保している。

・情報伝達の再確
認
【平成28年度～】

・既に複数の伝達
手法（無線・電話）
を確保している

・既に複数の伝達
手法を確保してい
る

・既にMCA無線や
メールなど複数の
伝達手段を確保し
ている

・既に複数の伝達
手法を確保してい
る

・既に複数の伝達
手法を有してい
る。

・防災訓練時に
メール、無線を活
用した訓練の実施
【H28年度～】

・複数の伝達手法
を確保。

・水防団同士の連絡体制の確保

S

・既に確保してい
る

・トランシーバー既
に配備済み
（H27.28）

・確保できている ・既に確保してい
る

・無線や携帯電
話、メールなどを
活用し情報伝達手
段を確保してい
る。

・既に確保出来て
いる。

・情報伝達の再確
認
【平成28年度～】

・連絡体制を確保
する
【H29年度～】

・既に確保出来て
いる

・既に確保できて
いる

・既に確保出来て
いる

・水防団間におけ
る複数種の連絡
体制を有してい
る。

・検討中
【H28年度～】

・既に確保されて
いる。

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

R、T

・昨年度から，河
川事務所が実施
する重要水防箇所
等の共同点検に
参加している

・河川事務所が実
施する重要水防箇
所等の共同点検
に参加
【H29年度～】

・国土交通省，河
川事務所が実施
する重要水防箇所
等の共同点検に
参加していく
【H29年度～】

・関東東北豪雨災
害後，那珂川沿岸
地域に居住する住
民も参加して共同
点検実施。
今後については，
共同点検の内容
により地域住民へ
参加を促す。
【H29年度～】

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加
【H29年度～】

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加して
いる。（久慈川・那
珂川）

・共同点検の参加
依頼

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加して
いく
【H29年度～】

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加して
いく
【H29年度～】

・毎年河川事務所
が実施する重要水
防箇所等の共同
点検に参加するこ
とを検討する
【H29年度～】

・毎年、大田原土
木事務所と重要水
防箇所等の点検
を行っている。

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加を促
す。
【H28年度～】

・河川事務所が実
施する共同点検に
毎年参加している

・重要水防箇所等
の共同点検への
積極的な参加呼
びかけ。
【H29年度～】

・人員不足，多くの
対象箇所があるこ
となどから取り組
み方法について
は，今後検討して
いく必要がある。

・直轄河川の合同
巡視に参加
【H28.5～毎年】
・県管理河川につ
いては、毎年、出
水期前に関係自
治体、消防等と重
要水防箇所及び
水防倉庫の点検
を実施
【H28.5～毎年】

・毎年、河川事務
所が実施する重要
水防箇所等の共
同点検に参加して
いく
【H28年度～】

・重要水防箇所等
の共同点検を実
施
【H28年5月～毎
年】

・水防訓練の実施

T

・毎年，水防訓練
を実施している

・毎年開催してい
る久慈川水系連
合水防訓練に参
加
【H29年度～】

・毎年開催してい
る久慈川水系連
合水防訓練に参
加している

・消防団＝水防団
となっているため，
消防団に対して，
水防技術の講習・
訓練の実施につ
いて検討が必要。
【H29年度～】

・毎年開催してい
る久慈川水系連
合水防訓練に参
加

・毎年開催してい
る久慈川水系連
合水防訓練に参
加している。

・訓練参加や見学
を周知し,参加者を
増やす
【平成29年度～】

・毎年開催してい
る利根川水系連
合水防訓練に参
加
・他の水防訓練へ
の参加
【H29年度～】

・他の水防訓練へ
の参加を検討
【H29年度～】

・引き続き，毎年
開催している久慈
川水系連合水防
訓練に参加する

・毎年市で行って
いる防災訓練にお
いて、河川巡視・
情報伝達・応急対
策（土のう設置）訓
練を実施
【平成28年度～】

・毎年開催してい
る鬼怒川水系連
合水防訓練を視
察
・地域の水防訓練
を実施
【H29年度～】

・毎年、防災訓練
を実施
【H28年度～】

・年１回程度の水
防訓練の実施。
・近隣自治体合同
による実施。
【H29年度～】

・水防管理団体が
行う訓練への参加
【H28.5～毎年】

・水防管理団体が
行う訓練への参加
【H28年度～毎年】

・水防管理団体が
行う訓練への参
加、支援
【H28年度～】

・水防管理団体が
行う訓練への参加
【H28年5月～毎
年】

・水防活動の担い手となる水防協力
団体の募集・指定を促進

T

・広報誌やホーム
ページ，ポスター
等で募集している

・今後も広報誌、
ホームページで募
集していく
【H28年度～】

・広報誌やホーム
ページで広く募集
していく
【H28年度～】

・水防活動の担い
手として，消防団
（水防団）が組織さ
ｔれているほか，下
記に記載の建設
業協同組合との災
害時応援協定に
おいて水防活動の
応援要請ができる
こととなっているた
め，現状において
は募集，指定促進
を行う予定はな
い。

・消防団を水防団
に指定し活動して
いる。
・水防協力団体の
募集について検討
する。
【H29年度～】

・広報誌やホーム
ページで募集して
いく
【H28年度～】

・広報誌やホーム
ページで募集して
いく
【H28年度～】

・引き続き、広報
誌やホームページ
で広く募集していく
【H28年度～】

・引き続き、広報
誌やホームページ
で広く募集していく
【H28年度～】

・引き続き，広報
紙やホームページ
で広く募集していく
【H28年度～】

・既に水防協力団
体の指定を行って
いる。

・引き続き、広報
紙やホームページ
で広く募集する。
【H28年度～】

・引き続き広報誌
や、ホームページ
で広く募集していく
【H28年度～】

・既存の体制強化
を優先。
【H28年度～】

・水防団員の待避等判断指標の作成

U

・安全確認マニュ
アルを作成してい
る

・水防団独自のマ
ニュアルがある

・市水防計画によ
り定められている

明確になっていな
いので今後検討
が必要。
【H29年度～】

・マニュアル等で
ルール化を検討す
る。
【H29年度～】

・今後検討していく
【H28年度～】

・今後検討する。
【平成28年度～】

・マニュアル等で
ルール化する
【H29年度～】

・地域防災計画等
でルール化する
【H29年度～】

・水防団員の安全
対策，待避のタイ
ミングについては
消防団活動マニュ
アルでルール化さ
れている

・水防団員の安全
対策、待避のタイ
ミングについては
水防計画に定めて
いる

・水防計画内にお
いてルール化を検
討
【H29年度～】

・災害時の消防団
参集基準の作成
【H29年度～】

・訓練、研修等で
育成強化
【H28年度～】

・水防団員の安全装備の徹底（水防
法第7条）

W

・ライフジャケットを
配布している

・既にライフジャ
ケットを配備完了

・河川を管轄して
いる水防団へ救命
胴衣を配備してい
る
・救命胴衣等を順
次整備していく
【H28年度～】

配備について検討
していく。
【H29年度～】

・河川を管轄して
いる水防団へ救命
胴衣を配備してい
る.

・ライフジャケットを
更に４５着購入し、
水防団員に配布
する。
【H29年度】

・今後検討する。
【平成28年度～】

・全団員にライフ
ジャケットを配布
済み

・ライフジャケット
等について順次整
備・配布する。
【H29年度～】

・ライフジャケット
等について，従来
の装備に加えて，
順次整備・配布す
る
【H28年度～】

・既にライフジャ
ケットについては
配備している

・ライフジャケット
等について順次整
備・配布する。
【H28年度～】

・ライフジャケット
等について順次整
備する
【H29年度～】

・ライフジャケット
等について順次整
備・配布する
【H28年度～】
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項目 事項 内容
課題の
対応

水戸市 日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大田原市 那須烏山市 茂木町 那珂川町 茨城県 栃木県 気象庁 関東地整

■排水活動の強化に関する取組
・排水ポンプ車の操作講習会、出動
要請の連絡体制の周知

X、Y
AA

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・河川事務所が実
施する排水ポンプ
車の操作訓練に
参加
【H28年5月～毎
年】

・排水ポンプ車の
操作訓練を毎年
実施【H28年5月～
毎年】
・排水活動に資す
る標高図等の基
礎データを整備
【H28年度～】

・逃げ遅れゼロ等に寄与する排水ポ
ンプ車の活用計画

AA

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・河川事務所へ基
礎データ等の情報
提供
【H28年度～】

・排水ポンプ車の
活用計画の立案
【H28年度～】
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